
今後の外国人留学生受入れの規模の在り方について 

 
○２０４０年を見据えて、各高等教育機関への外国人留学生の受入れ規模を検

討するにあたり、以下の３つの観点に留意することが必要ではないか。 
 
１．全世界における留学生交流規模 
２．在籍学生数に占める外国人留学生数の割合 
３．外国人留学生の卒業後の進路 

 
○３つの観点ごとの現状と今後の見通しは以下の通り。 
 
 
１．全世界における留学生交流規模（別紙１） 
 
○全世界における留学生交流数は、１９９０年代から２０１０年頃まで急激に

増加し４２０万人を超えたが、その後は緩やかな伸びとなっており、２０１５

年現在で４６０万人。 
 
○我が国の高等教育機関（大学・短大・高等専門学校・専修学校専門課程）にお

ける外国人留学生の受入れ数は、２０１０年以降、全世界と同様の緩やかな伸

びであり、全世界の留学生数に占める日本への留学のシェアは３％程度で推

移。 
 
○今後世界の留学生数が２０１０～２０１５年のペースで増加し、我が国も同

等のペースで増加するとすると、２０４０年に２２．５万人（２０１５年比で

９．３万人増）となる。 
 
 
２．在籍学生数に占める外国人留学生数の割合（別紙２，３） 
 
○在籍学生数に占める外国人留学生数の割合は、２０１５年の OECD諸国の平
均で学士相当課程４．３％、修士相当課程１１．５％、博士相当課程２５．７％

であるのに対し、我が国では、それぞれ２．４％、６．８％、１８．２％とな

っている。我が国と OECD平均とのギャップは、人数ベースでは学士相当課
程５．２万人、修士相当課程１．３万人、博士課程０．５万人となっている。 

 
○また、国公私別で見ると、学部段階では私立大学において留学生の割合が高く、

修士、博士段階では国立大学で高くなっている。 
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３．外国人留学生の卒業後の進路（別紙４～７） 
 
○我が国の大学・大学院を卒業した外国人留学生の進路については、２０１６年

度現在で、日本国内で就職（３６．０％）、日本国内で進学（１４．８％）、帰

国後就職又は進学（１３．６％）などであり、特に、日本国内で就職する者は

数・割合ともに増加傾向である。 
 
○外国人留学生のうち２０１６年中に日本国内で就職した者の就職先は、業種

別では製造業１５．７％、商業（貿易）２０．６％、コンピューター関連サー

ビス９．４％、飲食業５．３％、ホテル・旅館３．０％など、職務内容別では

翻訳・通訳２４．０％、販売・営業１５．２％、海外業務９．９％、技術開発

（情報処理分野）６．４％、貿易業務５．４％などとなっている。 
 
○他方、我が国の産業別・職種別の労働者の過不足状況に関する調査では、医療・

福祉、運輸業・郵便業、建設業などの業種、また、専門・技術職などの職種に

おいて労働力が不足している。 
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紙
５
】
外
国
人
留
学
生
の
日
本
企
業
へ
の
就
職
状
況
（
2
0
1
6
年
）

業
種
別

翻
訳

・
通

訳
, 2

4.
0%

販
売

・
営

業
, 1

5.
2%

海
外

業
務

, 9
.9

%

技
術
開
発
（
情
報
処
理
分
野
）

, 
6.

4%

貿
易

業
務

, 5
.4

%

技
術
開
発
（
情
報
処
理

分
野
以
外
）

, 4
.3

%

設
計

, 3
.7

%

広
報

・
宣

伝
, 3

.0
%

経
営

・
管

理
業

務
, 2

.9
%

会
計

業
務

, 2
.8

%

教
育

, 1
.7

%

調
査

研
究

, 1
.6

%

医
療

, 0
.8

%

国
際

金
融

, 0
.4

%
そ

の
他

, 1
7.

8%職
務
内
容
別

出
典
：
法
務
省
「
平
成
2
8
年
に
お
け
る
日
本
企
業
等
へ
の
就
職
状
況
に
つ
い
て
」
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1
9 年

2
0 年

2
1 年

2
2 年

2
3 年

2
4 年

2
5 年

2
6 年

2
7 年

2
8 年

2
9 年

3
0 年

調
査
産
業
計

建
設
業

製
造
業

情
報
通
信
業

運
輸
業
、
郵
便
業
（
運
輸
業
）

卸
売
業
、
小
売
業
（
卸
売
・
小
売
業
）

金
融
業
、
保
険
業

不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業

宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
（
飲
食
店
、
宿
泊
業
）

サ
ー
ビ
ス
業

学
術
研
究
、
専
門
･技
術
サ
ー
ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業

医
療
、
福
祉

（ 過 剰 ）（ 不 足 ）

出
典
：
厚
生
労
働
省
「
労
働
経
済
動
向
調
査
」

（
注
）
・
正
社
員
等
の
数
値
。

・
「
労
働
者
過
不
足
判
断
Ｄ
．
Ｉ
．
」
と
は
、
不
足
と
回
答
し
た
事
業
所
の
割
合
か
ら
過
剰
と
回
答
し
た
事
業
所
の
割
合
を
差
し
引
い
た
値
。

・
日
本
標
準
産
業
分
類
の
改
定
（
平
成

19
年

11
月
）
に
伴
い
、
平
成

21
年
調
査
か
ら
新
産
業
分
類
に
基
づ
き
、
産
業
分
類
を
変
更
し
た
た
め
、

一
部
、
平
成

20
年

11
月
調
査
と
平
成

21
年

2月
調
査
と
は
接
続
し
な
い
。
（
点
線
部
）

【
別
紙
６
】
産
業
別
労
働
者
の
過
不
足
状
況
判
断
（
Ｄ
.Ｉ
.）

平
成

30
年

5月
現
在
、
調
査
産
業
全
体
と
し
て
労
働
者
不
足
で
あ
る
が
、
特
に
建
設
業
、
運
輸
業
・
郵
便
業
、
情
報
通
信
業
な
ど
の
業
種
で

労
働
者
が
不
足
。
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事
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サ
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ス

技
能
工

運
輸
・
通
信

輸
送
・
機
械
運
転

単
純
工

（ 過 剰 ）（ 不 足 ）

出
典
：
厚
生
労
働
省
「
労
働
経
済
動
向
調
査
」

（
注
）
・
調
査
産
業
計
の
数
値
。

・
「
労
働
者
過
不
足
判
断
Ｄ
．
Ｉ
．
」
と
は
、
不
足
と
回
答
し
た
事
業
所
の
割
合
か
ら
過
剰
と
回
答
し
た
事
業
所
の
割
合
を
差
し
引
い
た
値
。

・
平
成

23
年

2月
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
「
運
輸
・
通
信
」
に
代
え
て
「
輸
送
・
機
械
運
転
」
を
導
入
。

【
別
紙
７
】
職
種
別
労
働
者
の
過
不
足
状
況
判
断
（
Ｄ
.Ｉ
.）

職
種
別
で
は
、
平
成

30
年

5月
現
在
、
全
体
と
し
て
労
働
者
不
足
で
あ
る
が
、
特
に
技
能
工
、
専
門
・
技
術
職
、
単
純
工
が
不
足
。
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参考資料 外国人材受入れに関する閣議決定等 

 

経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年6月15日閣議決定）（抜粋） 

第２章 力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組 

４．新たな外国人材の受入れ 

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の

持続可能性を阻害する可能性が出てきている。このため、設備投資、技術革新、働き方改革な

どによる生産性向上や国内人材の確保を引き続き強力に推進するとともに、従来の専門的・技

術的分野における外国人材に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を

幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要がある。 

このため、真に必要な分野に着目し、移民政策とは異なるものとして、外国人材の受入れを

拡大するため、新たな在留資格を創設する。また、外国人留学生の国内での就職を更に円滑

化するなど、従来の専門的・技術的分野における外国人材受入れの取組を更に進めるほか、

外国人が円滑に共生できるような社会の実現に向けて取り組む。 

 

（１）一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる新たな在留資格の創設 

現行の専門的・技術的な外国人材の受入れ制度を拡充し、以下の方向で、一定の専門性・

技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とした新たな在留資格を創設する。 

 

① 受入れ業種の考え方 

新たな在留資格による外国人材の受入れは、生産性向上や国内人材の確保のための取組

（女性・高齢者の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等）を行ってもなお、当該業種の

存続・発展のために外国人材の受入れが必要と認められる業種において行う。 

 

② 政府基本方針及び業種別受入れ方針 

受入れに関する業種横断的な方針をあらかじめ政府基本方針として閣議決定するとともに、

当該方針を踏まえ、法務省等制度所管省庁と業所管省庁において業種の特性を考慮した業種

別の受入れ方針（業種別受入れ方針）を決定し、これに基づき外国人材を受け入れる。 

 

③ 外国人材に求める技能水準及び日本語能力水準 

在留資格の取得に当たり、外国人材に求める技能水準は、受入れ業種で適切に働くために

必要な知識及び技能とし、業所管省庁が定める試験等によって確認する。また、日本語能力水

準は、日本語能力試験等により、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を

有することが確認されることを基本としつつ、受入れ業種ごとに業務上必要な日本語能力水準

を考慮して定める。ただし、技能実習（３年）を修了した者については、上記試験等を免除し、必

要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとする。 

10



 

④ 有為な外国人材の確保のための方策 

有為な外国人材に我が国で活動してもらうため、今後、外国人材から保証金を徴収するなど

の悪質な紹介業者等の介在を防止するための方策を講じるとともに、国外において有為な外

国人材の送り出しを確保するため、受入れ制度の周知や広報、外国における日本語教育の充

実、必要に応じ政府レベルでの申入れ等を実施するものとする。 

 

⑤ 外国人材への支援と在留管理等 

新たに受け入れる外国人材の保護や円滑な受入れを可能とするため、的確な在留管理・雇

用管理を実施する。受入れ企業、又は法務大臣が認めた登録支援機関が支援の実施主体と

なり、外国人材に対して、生活ガイダンスの実施、住宅の確保、生活のための日本語習得、相

談・苦情対応、各種行政手続に関する情報提供などの支援を行う仕組みを設ける。また、入

国・在留審査に当たり、他の就労目的の在留資格と同様、日本人との同等以上の報酬の確保

等を確認する。加えて、労働行政における取組として、労働法令に基づき適正な雇用管理のた

めの相談、指導等を行う。これらに対応するため、きめ細かく、かつ、機能的な在留管理、雇用

管理を実施する入国管理局等の体制を充実・強化する。 

 

⑥ 家族の帯同及び在留期間の上限 

以上の政策方針は移民政策とは異なるものであり、外国人材の在留期間の上限を通算で５

年とし、家族の帯同は基本的に認めない。ただし、新たな在留資格による滞在中に一定の試験

に合格するなどより高い専門性を有すると認められた者については、現行の専門的・技術的分

野における在留資格への移行を認め、在留期間の上限を付さず、家族帯同を認めるなどの取

扱いを可能とするための在留資格上の措置を検討する。 

 

（２）従来の外国人材受入れの更なる促進 

留学生の国内での就職を促進するため、在留資格に定める活動内容の明確化や、手続負

担の軽減などにより在留資格変更の円滑化を行い、留学生の卒業後の活躍の場を広げる。ま

た、「高度人材ポイント制」について、特別加算の対象大学の拡大等の見直しを行う。これらの

前提として、日本語教育機関において充実した日本語教育が行われ、留学生が適正に在留で

きるような環境整備を行っていく。さらに、留学生と企業とのマッチングの機会を設けるため、ハ

ローワークの外国人雇用サービスセンター等を増設する。 

また、介護の質にも配慮しつつ、相手国からの送出し状況も踏まえ、介護の技能実習生につ

いて入国１年後の日本語要件を満たさなかった場合にも引き続き在留を可能とする仕組みや、

日本語研修を要しない一定の日本語能力を有するＥＰＡ介護福祉士候補者の円滑かつ適正な

受入れを行える受入人数枠を設けることについて検討を進める。このほか、クールジャパン関

連産業の海外展開等を目的とする外国人材の受入れを一層促進するための方策や、我が国
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における外国人材の起業等を促進し、起業家の受入れを一層拡大するための方策について検

討を進める。 

 

（３）外国人の受入れ環境の整備 

上記の外国人材の受入れの拡大を含め、今後も我が国に滞在する外国人が一層増加する

ことが見込まれる中で、我が国で働き、生活する外国人について、多言語での生活相談の対応

や日本語教育の充実をはじめとする生活環境の整備を行うことが重要である。このため、2006

年に策定された「『生活者としての外国人』に関する総合的対応策」を抜本的に見直すとともに、

外国人の受入れ環境の整備は、法務省が総合調整機能を持って司令塔的役割を果たすことと

し、関係省庁、地方自治体等との連携を強化する。このような外国人の受入れ環境の整備を通

じ、外国人の人権が護られるとともに、外国人が円滑に共生できるような社会の実現に向けて

取り組んでいく。 

なお、法務省、厚生労働省、地方自治体等が連携の上、在留管理体制を強化し、不法・偽装

滞在者や難民認定制度の濫用・誤用者対策等を推進する。 

 

まち・ひと・しごと創生基本方針2018（平成30年6月15日閣議決定）（抜粋） 

Ⅲ．各分野の施策の推進 

１．わくわく地方生活実現政策パッケージ 

（３）地方における外国人材の活用 

＜概要＞ 

地方創生の取組によるインバウンドや地元産品輸出の拡大の活発化、在留外国人の更なる

増加に伴う、多文化共生等の充実等により、地方公共団体においては、外国人材の活用ニー

ズが高まることが見込まれる。これに対応すべく、これまでの取組に加え、アジアや中南米をは

じめとした在外の親日外国人材を掘り起こし、外国人材と地方公共団体のそれぞれのニーズを

マッチングさせるための仕組みを構築する。また、地方公共団体等における外国人材が多様な

活動ができるようにするため、複数の在留資格にまたがる活動に従事することが可能となるよ

う包括的な資格外活動許可を新たに付与する。さらに、日本の大学等を卒業した外国人留学

生がその専門能力を十分に発揮できるよう高度人材ポイント制の拡充や在留資格変更手続き

の簡素化等を行う。 

また、外国人材の地域での更なる活躍を図るとともに、地域における多文化共生施策を一層

推進する。 

 

【具体的取組】 

◎外国人材による地方創生支援制度の創設 

・外国人材を要望する地方公共団体のニーズに応えるべく、在外公館において、国際交流基金及

び国際協力機構（JICA）と連携し、日本語学習者や日系人、元国費外国人留学生等の在外親
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日外国人材の掘り起こしを図るため、地方公共団体において活躍したいと望む外国人材への

広報（大使館HP等）を行う。これらの取組を通じて得られた情報を基に、地方公共団体におい

て活躍したいと望む外国人材と地方公共団体のニーズ（地方創生業務）を円滑にマッチングさ

せるための仕組みを構築する。 

・地方公共団体等において、外国人材が安定的に雇用され、柔軟かつ効率的に活動できるように

外国人材の活用による海外展開、多文化共生、災害対応や教育等、幅広く活動することが可

能となる包括的な資格外活動許可を新たに付与する。 

 

◎外国人留学修了者の専門人材としての積極活用 

・高度人材に出入国管理上の優遇措置を講じる高度人材ポイント制について、特別加算の対象

大学を拡大する。 

・外国人留学修了者が就労する際の在留資格変更申請手続きについて、中小企業についても、

一定の基準を満たす場合に、大企業と同じ提出資料となるよう簡素化する。 

・外国人留学修了者が就労する際の在留資格変更許可に当たって、特に在留資格「技術・人文

知識・国際業務」において、大学・大学院の卒業・修了者の専攻分野と業務との関連性につい

て、柔軟に判断しているところであるが、この旨をガイドラインにおいて、より明確化する。 

 

◎外国人留学生の大学入学資格の緩和 

・多様な国・地域からの留学生を受け入れ、大学の国際化を一層進めるため、学校教育における

11年以上の課程を有し、修了時に大学相当の学校への入学が認められる外国の課程につい

て確認を行い、我が国でも大学入学資格を認めるよう検討を進め、速やかに成案を得る。 

 

◎外国人材の地域での更なる活躍等 

・JETプログラム国際交流員（CIR）が、地域の経済団体等と連携して業務を行うことを促進するな

ど、インバウンドや海外販路開拓等に従事するCIRの一層の拡大を行う。 

・外国人材の地域への定着に向け、地方公共団体等との連携により、JETプログラム終了者や留

学生等が地域産業の担い手や地域おこし協力隊員等として活躍できるよう、マッチングの機会

の拡大等を行う。 

・また、地域におけるベストプラクティスの共有・展開や、多文化共生施策の担い手の育成を進め

るなど、地域における多文化共生施策を一層推進する。 

 

今後のわが国の大学改革のあり方に関する提言 

（平成30年6月19日一般社団法人日本経済団体連合会）（抜粋） 

Ⅱ．求められる大学改革 

１．大学教育の質の向上に向けた改革 

（１）大学教育の質保証に向けた改革 
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④ グローバル化のさらなる推進 

わが国の大学は、グローバル化への対応においても遅れており、外国人留学生の数および

日本から海外への留学生数は諸外国に比べて少ない。外国人留学生の受け入れに関しては、

政府は2020年までに受け入れ留学生数を30万人にするとの目標を掲げており1、2017年度には

27万人に達しているが、実際には日本語教育機関や専修学校への留学生数が約半数を占め

ており、大学での受け入れは８万人弱となっている2。外国人教員数はさらに少ないのが現状で

ある。 

大学のグローバル化を進めるためには、まずは双方向の留学生交流をさらに推し進めること

が重要である。これまで経団連が累次の提言3で求めてきたように、「30万人計画」の達成に向

けて、わが国の大学が外国人留学生にとって魅力的な留学先となるよう、関係省庁・機関や産

業界が協力して、受け入れ環境の充実や日本企業への就職などを促進すべきである。大学の

側も、英語で履修できるカリキュラムを拡大することが必要であり、その前提として学生の英語

力向上が求められる。さらに、優秀な外国人教員を採用できるよう、教員の報酬のあり方や報

酬体系などを見直すべきである。 

また、ツイニング・プログラム、ジョイント・ディグリー、ダブル・ディグリー・プログラム4など、日

本の大学の海外大学との連携や海外展開の事例なども増えてはきているが、さらに拡大する

必要がある。 

 

今後の外国人材の受け入れのあり方に関する意見 

（平成29年11月16日日本商工会議所、東京商工会議所）（概要） 

別添参照 

                             
1 2008 年１月８日の第 169 回国会における福田内閣総理大臣施政方針演説において発表、その後、

2013 年６月の「日本再興戦略」および「第２期教育振興基本計画」に明記 
2 出所：文部科学省資料 
3 「第３期教育振興基本計画に向けた意見」（2017 年６月 20 日）、「今後の教育改革に関する基本的考

え方 －第３期教育振興基本計画の策定に向けて－」（2016 年４月 19 日）など 
4 ツイニングは留学による編入・転学、ジョイント・ディグリーは複数の大学が共同で単一の学位を授与

する制度、デュアル・ディグリーは複数の大学のそれぞれが学位を授与する制度 
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今
後
の
外
国
人
材
の
受
け
入
れ
の
あ
り
方
に
関
す
る
意
見
〔
概
要
〕
 

 
 
 

 
 
 
 
 
～
「
開
か
れ
た
日
本
」
の
実
現
に
向
け
た
新
た
な
受
け
入
れ
策
の
構
築
を
～
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６
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商
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所
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わ
が
国
に
お
け
る
在
留
外
国
人
は
、
中
長
期
在
留
者
お
よ
び
特
別
永
住
者
を
合
わ
せ
、
2
,3

8
2
,8

2
2
人
で
あ
り
（2

0
1
6
年
末
現
在
）、
対
前
年
同
期
比
で

6
.7
％
（1

5
0
,6

3
3
人
）増
加
し
て
い
る
（図
１
参
照
）。

 


在
留
外
国
人
の
内
、
日
本
で
就
労
を
し
て
い
る
者
は
、
2
0
1
6
年

1
0
月
末
現
在

1
,0

8
3
,7

6
9
人
で
、
前
年
同
期
比
で

1
9
.4
％
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7
5
,8

7
3
人
）増
加
。
４
年
連
続
で
過
去
最
高
を
更
新
し
、
初
め
て

1
0
0
万
人
を
超
え
た
（図
２
参
照
）。

 


在
留
資
格
別
に
外
国
人
労
働
者
数
を
見
る
と
、
「
資
格
外
活
動
」
、
「
技
能
実
習
」
と
い
っ
た
、
原
則
は
就
労
が
認
め
ら
れ
な
い
在
留
資
格
で
就
労
を
行
う
者
が
４
割
以
上
で
あ
り
、
年
々
増
加
し
て
い
る
（
図
３
参
照
）
。

 


日
商
が
実
施
し
た
調
査
（
人
手
不
足
等
へ
の
対
応
に
関
す
る
調
査
）
で
は
、
「
人
手
不
足
」と
回
答
し
た
割
合
が
３
年
連
続
で
上
昇
し
、
直
近
の
調
査
で
は
６
割
に
達
す
る
（
図
４
参
照
）。
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在
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推
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10
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間
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図
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：
外
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労
働
者
推
移
（過

去
５
年
間
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図
３
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留
資
格
別
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国
人
労
働
者
数
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留
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格

 

図
１
出
所
：
法
務
省
「
平
成

2
8
年
末
現
在
に
お
け
る
在
留
外
国
人
数
」
を
事
務
局
に
て
加
工

 
図
２
出
所
：
厚
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労
働
省
「
外
国
人
雇
用
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況
の
届
出
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ま
と
め
」
（
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1
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現
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「
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出
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め
」
（
2

0
1
6
年

1
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査

 

図
４
：
人
手
不
足
の
現
状
（全

産
業
）
 

図
４
出
所
：
日
本
商
工
会
議
所
「
人
手
不
足
等
へ
の
対
応
に
関
す
る
調
査
」
（
2

0
1

7
年
７
月
）
 


本
来
、
人
手
不
足
を
理
由
に
企
業
の
外
国
人
材
へ
の
ニ
ー
ズ
が
増
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
就
労
が
認
め
ら
れ
る
在
留
資
格
」
で
就
労
す
る
外
国
人
材
が
増
加
す
る
の
が
自
然
。
 


し
か
し
実
態
は
、
原
則
、
就
労
が
認
め
ら
れ
な
い
在
留
資
格
で
就
労
し
て
い
る
者
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
企
業
が
求
め
る
ニ
ー
ズ
と
在
留
資
格
が
乖
離
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 


対
応
策
と
し
て
、
Ⅰ
.既
存
の
在
留
資
格
の
範
囲
を
超
え
た
、
よ
り
「
開
か
れ
た
日
本
」
の
実
現
に
向
け
た
、
新
た
な
受
け
入
れ
制
度
の
構
築
に
関
す
る
検
討
を
政
府
で
行
う
こ
と
、
Ⅱ
.就
労
が
認
め
ら
れ
る
現
在
の
在
留
資
格
に
つ
い
て
、
よ
り
積

極
的
に
外
国
人
材
を
受
け
入
れ
る
た
め
早
急
に
検
証
・見
直
し
を
行
う
こ
と
が
必
要
。
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Ⅰ
．
外
国
人
材
の
受
け
入
れ
に
係
る
新
た
な
制
度
の
構
築
に
つ
い
て
（
要
望
項
目
）
 


受
け
入
れ
る
外
国
人
材
は
「専
門
的
・技
術
的
分
野
の
外
国
人
」に
限
定
す
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
原
則
に
縛
ら
れ
な
い
、
企
業
の
実
情
や
今
後
の
わ
が
国
経
済
を
見
据
え
た
、
よ
り
「
開
か
れ
た
受
け
入
れ
体
制
」を
構
築
す
る
こ
と

 


少
子
高
齢
化
が
進
む
諸
外
国
の
貴
重
な
外
国
人
材
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
と
い
う
姿
勢
を
内
外
に
示
す
と
と
も
に
、
就
労
先
と
し
て
わ
が
国
が
選
ば
れ
る
よ
う
、
官
民
を
挙
げ
て
受
け
入
れ
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
※

 
 

 
 
※
企
業
に
お
い
て
は
働
き
方
改
革
を
推
進

 


諸
外
国
の
例
を
参
考
に
、
移
民
政
策
と
は
異
な
る
非
技
術
的
分
野
の
受
け
入
れ
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
課
題
等
を
整
理
す
る
「
検
討
の
場
」を
政
府
に
お
い
て
早
急
に
設
置
す
る
こ
と

 


外
国
人
材
の
受
け
入
れ
を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
に
、
企
業
や
国
民
に
対
し
て
、
諸
外
国
の
文
化
、
習
慣
、
伝
統
な
ど
の
情
報
発
信
・意
識
啓
発
※
を
強
化
す
る
こ
と

 
※
宗
教
上
（ハ
ラ
ル
等
）や
生
活
習
慣
の
違
い
等

 

≪
新
た
な
受
け
入
れ
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
視
点
≫

 

論
 
点

 
視

 
点

 

非
技
術
的
分
野
の
受
け
入
れ

 
諸
外
国
（例

：韓
国
等
）の
事
例
等
を
参
考
に
、
移
民
と
は
別
の
形
で
単
純
労
働
に
資
す
る
外
国
人
材
を
受
け
入
れ
る
べ
き
か
。
そ
の
際
、
受
け
入
れ
数
・期

間
、
移
動
の
自
由
等
を
い
か
に
設
定
す
べ
き
か
。

 

日
系
人
の
受
け
入
れ
拡
充

 
日
系
４
世
ま
で
特
別
の
配
慮
を
設
け
る
べ
き
か
。

 

外
国
人
材
の
生
活
環
境
整
備

 
住
居
、
教
育
、
医
療
等
生
活
環
境
の
整
備
を
進
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
の
際
、
整
備
に
係
る
費
用
等
は
誰
が
負
担
す
べ
き
か
。
ま
た
、
住
民
の
理
解
を
い
か
に
得
る
べ
き
か
。

 

不
法
滞
在
・
不
法
就
労
へ
の
対
応

 
不
法
滞
在
・不

法
就
労
へ
の
対
応
を
ど
の
よ
う
に
図
る
べ
き
か
。

 

外
国
人
材
の
受
け
入
れ
に
係
る
政
府
間
取
り
決
め

 
外
国
人
材
の
受
け
入
れ
に
際
し
、
政
府
間
取
り
決
め
を
徹
底
す
べ
き
か
。
そ
の
際
、
相
手
国
に
何
を
求
め
る
べ
き
か
（日

本
語
、
文
化
・
習
慣
の
習
得
等
）
 

Ⅱ
．
外
国
人
材
の
受
け
入
れ
に
係
る
既
存
の
在
留
資
格
・
制
度
の
課
題
と
要
望
に
つ
い
て

 

※
高
度
専
門
職
の
在
留
資
格
で
新
規
に
入
国
し
た
外
国
人
材
（
2
0
1
5
年

1
3
6
人
、
2
0
1
6
年

2
2
9
人
）。

 
※
2
0
1
4
年
６
月
の
入
管
法
改
正
に
よ
り
、
高
度
人
材
と
認
定
さ
れ
た
外
国
人
材
に
最
初
に
付
与
す
る
在
留
資
格
「高

度
専
門
職
１
号
」と
、
当
該
在

 
 
 留
資
格
を
持
っ
て
一
定
期
間
在
留
し
た
外
国
人
材
を
対
象
と
す
る
在
留
資
格
「高

度
専
門
職
２
号
」が
創
設
さ
れ
た
（
2
0
1
5
年
４
月
施
行
）。

 
※
高
度
専
門
職
が
創
設
さ
れ
る
以
前
に
高
度
ポ
イ
ン
ト制

に
よ
り
高
度
人
材
と
認
定
さ
れ
た
外
国
人
材
に
は
「特

定
活
動
」の
在
留
資
格
が
付
与
さ

  
  

  
 れ
た
。
 

１
．
高
度
専
門
職
（
高
度
外
国
人
材
） 

2
0
1
6
年
末

6
,6

6
9
人
※

 

・
高
度
外
国
人
材
の
認
定
に
係
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
新
規
入
国
者
を
含
め
、
よ
り
一
層
認
定
数

を
拡
充
す
る
必
要
が
あ
る

 
・
高
度
外
国
人
材
に
関
し
て
、
制
度
の
内
容
等
が
企
業
に
浸
透
し
て
い
な
い
（特
に
中
小
企
業
） 

≪
課
題
事
項
≫

 

・
高
度
外
国
人
材
認
定
の
一
層
の
拡
大
に
向
け
、
企
業
お
よ
び
外
国
人
材
へ
制
度
周
知
を
拡
充
す
る
こ
と

 
・
高
度
外
国
人
材
の
中
小
企
業
へ
の
就
業
を
一
層
促
進
さ
せ
る
た
め
、
マ
ッ
チ
ン
グ
等
の
支
援
（合
同
会
社
説
明
会
等
）を
強
化
す
る
こ
と

 

≪
要
望
事
項
≫
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１
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高
度
専
門
職
（
高
度
外
国
人
材
） 

 

高
度
人
材
ポ
イ
ン
ト制

の
拡
充
（
20

17
年
４
月
） 

未
来
投
資
戦
略

2
0
1
7
に
お
け
る
Ｋ
Ｐ
Ｉ 

（
人
）

 

図
５
：
高
度
外
国
人
材
ポ
イ
ン
ト制

の
認
定
件
数
推
移

 

出
所
：
法
務
省
「
高
度
人
材
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
」
、
「
未
来
投
資
戦
略

2
0
1
7
」
を
事
務
局
に
て
加
工
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・
成
果
が
認
め
ら
れ
た
事
業
は
、
速
や
か
に
全
国
的
に
規
制
を
緩
和
す
る
こ
と

 

農
業
の
み
な
ら
ず
、
林
業
、
漁
業
な
ど
人
手
不
足
に
直
面
し
て
い
る
他
の
産
業
に
つ
い
て
も
、
特
区
事
業
と
し
て
実
施
す
る

 

 
こ
と

 

３
．
技
能
実
習
（
外
国
人
技
能
実
習
生
）
 

2
0
1
6
年
末

2
2
8
,5

8
8
人

 

≪
課
題
事
項
≫

 

・
２
号
移
行
（
実
習
２
年
目
以
降
）対
象
職
種
が

7
6
職
種

1
3
6
作
業
に
限
ら
れ
て
い
る

 
新
制
度
に
お
い
て
監
理
団
体
に
求
め
ら
れ
る
要
件
が
厳
格
化
し
、
負
担
増
加
が
懸
念
さ
れ
る

 

３
．
技
能
実
習
（
外
国
人
技
能
実
習
生
）
 

・
本
年

1
1
月
に
施
行
さ
れ
た
新
制
度
に
つ
い
て
の
効
果
検
証
を
行
う
こ
と

 

・
一
般
監
理
事
業
（
優
良
な
監
理
団
体
）の
下
、
優
良
な
成
績
を
残
し
た
技
能
実
習
生
が
再
入
国
す
る
際
の
イ
ン
セ
ン

 

 
テ
ィ
ブ
の
構
築
を
検
討
す
る
こ
と
（
他
の
在
留
資
格
へ
切
り
替
え
を
行
う
際
、
手
続
き
の
簡
素
化
を
行
う
等
）
 

・
２
号
移
行
（実

習
２
年
目
以
降
）対
象
職
種
の
適
宜
見
直
し
お
よ
び
必
要
が
認
め
ら
れ
た
際
の
拡
充
を
行
う
こ
と

 

・
商
工
会
議
所
を
は
じ
め
と
し
た
経
済
団
体
が
監
理
団
体
を
実
施
す
る
際
の
運
営
方
法
の
見
直
し
お
よ
び
、
公
的
機
関
等

 

 
が
監
理
団
体
を
実
施
す
る
な
ど
、
今
後
の
あ
り
方
に
関
し
て
検
討
す
る
こ
と

 

・
建
設
・
造
船
に
認
め
ら
れ
て
い
る
、
技
能
実
習
終
了
後
、
特
定
活
動
と
し
て
引
き
続
き
就
労
可
と
な
る
特
例
制
度
に
つ
い

 

 
て
、
他
の
職
種
に
つ
い
て
も
拡
大
を
検
討
す
る
こ
と

 
図
７
：
技
能
実
習
制
度
の
見
直
し
の
内
容

 

≪
要
望
事
項
≫

 

４
．
技
術
・
人
文
知
識
・
国
際
業
務
（
技
術
者
）
 

2
0
1
6
年
末

1
6
1
,1

2
4
人

 

・
建
設
、
製
造
業
で
は
、
現
行
の
「
技
術
」
の
定
義
に
当
て
は
ま
ら
な
い
“
技
術
者
”へ
の
需
要
が
高
い

 
大
学
卒
以
上
も
し
く
は
、
1
0
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
要
件
が
障
壁
と
な
っ
て
い
る

 
・
「
技
術
」
の
定
義
を
早
急
に
見
直
し
、
生
産
や
施
工
等
の
現
場
作
業
に
従
事
す
る
い
わ
ゆ
る
“技
術
者
”も
含
め
る
こ
と

 

・
“
技
術
者
”
を
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
「
大
学
卒
業
以
上
」お
よ
び
「
1
0
年
以
上
の
実
務
経
験
」の
要
件
を
緩
和
す
る

 

 
こ
と

 

４
．
技
術
・
人
文
知
識
・
国
際
業
務
（
技
術
者
）
 

５
．
技
能
（
特
殊
専
門
職
）
 

2
0
1
6
年
末

3
9
,7

5
6
人

 

・
「
技
能
」
の
解
釈
を
広
げ
る
と
と
も
に
、
現
行
９
項
目
に
限
定
さ
れ
て
い
る
範
囲
に
つ
い
て
、
追
加
を
前
提
と
し
た
見
直
し
を

 

 
行
う
こ
と

 

・
日
本
の
国
家
資
格
を
取
得
し
た
外
国
人
材
が
わ
が
国
で
就
労
で
き
る
よ
う
、
一
定
の
要
件
の
も
と
、
資
格
取
得
者
に

 

 
「
技
能
」
の
在
留
資
格
を
与
え
る
こ
と
を
早
急
に
検
討
す
る
こ
と

 

・
「
技
能
」
で
定
め
る
項
目
が
９
項
目
に
限
定
さ
れ
て
い
る

 
・
わ
が
国
の
国
家
資
格
を
取
得
し
て
も
「技
能
」と
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
後
の
就
職
に
結
び
つ
か
な
い

 

項
 
目

 
省
令
で
定
め
る
内
容

 

①
調
理
師

 
料
理
の
調
理
又
は
食
品
の
製
造
に
係
る
技
能
で
外
国
に
お
い
て
考
案
さ
れ
わ
が
国
に
お
い
て
特
殊
な
も
の
を
要
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
（フ
ラ
ン

ス
料
理
や
中
華
料
理
等
の
調
理
師
）
 

②
建
築
技
術
者

 
外
国
に
特
有
の
建
築
又
は
土
木
に
係
る
技
能
を
有
す
る
者

 

③
外
国
製
品
の
製
造
・
修
理

 
外
国
に
特
有
の
製
品
の
製
造
又
は
修
理
に
係
る
技
能
を
有
す
る
者

 

④
宝
石
・
貴
金
属
・毛

皮
加
工

 
宝
石
、
貴
金
属
又
は
毛
皮
の
加
工
に
係
る
技
能
を
有
す
る
者

 

⑤
動
物
の
調
教

 
動
物
の
調
教
に
係
る
技
能
を
有
す
る
者

 

⑥
石
油
地
熱
等
掘
削
調
査

 
石
油
探
査
の
た
め
の
海
底
掘
削
、
地
熱
開
発
の
た
め
の
掘
削
又
は
海
底
鉱
物
探
査
の
た
め
の
海
底
地
質
調
査
に
係
る
技
能
を
有
す
る
者

 

⑦
航
空
機
操
縦
士

 
航
空
機
の
操
縦
に
係
る
技
能
を
有
す
る
者
（パ
イ
ロ
ッ
ト等

）
 

⑧
ス
ポ
ー
ツ
指
導
者

 
ス
ポ
ー
ツ
の
指
導
に
係
る
技
能
を
有
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
に
準
じ
る
者
（オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
、
世
界
選
手
権
大
会
そ
の
他
の
国
際
的
な
競
技
会
に
出

場
し
た
こ
と
が
あ
る
者
等
）
 

⑨
ワ
イ
ン
鑑
定
等

 
ぶ
ど
う
酒
の
品
質
の
鑑
定
、
評
価
及
び
保
持
並
び
に
ぶ
ど
う
酒
の
提
供
に
係
る
技
能
を
有
す
る
者
（ソ
ム
リ
エ
等
）
 

５
．
技
能
（
特
殊
専
門
職
）
 

６
．
特
定
活
動
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
内
で
従
事
す
る
外
国
人
材
）
 

図
８
：
「
技
能
」で
定
め
る
項
目
一
覧

 

項
 
目

 
旧
制
度

 
新
制
度

 

監
理
団
体
の
責
任
強
化

 
監
理
団
体
や
実
習
実
施
者
の
義
務
・責

任
が
不
明
確
で
あ
り
、

実
習
体
制
が
不
十
分
。

 
※
監
理
団
体
は
届
け
出

 

監
理
団
体
に
つ
い
て
は
許
可
制
（法
務
省
、
厚
労
省
両
省
大
臣
認
定
）、

実
習
実
施
者
に
つ
い
て
は
届
出
制
と
し
、
技
能
実
習
計
画
は
個
々
に
認

定
制
と
す
る
。

 

法
的
指
導
権
限
を
持
っ
た
機
関
の
設
置

 
民
間
機
関
で
あ
る
国
際
研
修
協
力
機
構
（
JI

T
C
O
）
が
、
法
的

権
限
が
な
い
ま
ま
巡
回
指
導
。

 

新
た
に
外
国
人
技
能
実
習
機
構
を
創
設
し
、
同
機
構
が
監
理
団
体
等
に

報
告
を
求
め
、
実
地
に
検
査
す
る
等
の
業
務
を
実
施
（法

的
権
限
を
有

す
る
）。

 

実
習
生
の
保
護
体
制
の
強
化

 
-
 

通
報
・申

告
窓
口
を
整
備
、
人
権
侵
害
行
為
等
に
対
す
る
罰
則
等
を
整

備
。
実
習
先
変
更
支
援
を
充
実
。

 

実
習
実
施
期
間
の
延
長

 
原
則
１
年
。
最
長
３
年
。

 
※
建
設
、
造
船
業
は

2
0
2
0
年
ま
で
の
緊
急
か
つ
時
限
的
措

置
と
し
て
最
長
５
年
を
認
め
る
。

 

優
良
な
監
理
団
体
と
し
て
認
定
さ
れ
た
場
合
、
実
習
実
施
期
間
を
５
年

に
延
長
（一

旦
帰
国
後
、
最
大
２
年
間
の
実
習
）。

 

2
 

２
．
留
学
（
外
国
人
留
学
生
）
 

2
0
1
6
年
末

2
7
7
,3

3
1
人

 

・
日
本
で
就
労
を
希
望
す
る
留
学
生
は
６
割
で
あ
る
が
、
実
際
に
就
職
し
て
い
る
者
は
卒
業
生
全
体
の
３
割
程
度

で
あ
る
（
図
６
参
照
） 

外
国
人
留
学
生
受
け
入
れ
前
か
ら
卒
業
時
ま
で
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
十
分
で
な
い

 
外
国
人
留
学
生
が
日
本
の
企
業
に
就
職
を
希
望
す
る
際
、
選
択
先
が
大
学
等
で
学
ん
だ
専
門
分
野
に
限
定
さ

れ
て
し
ま
う
（
汎
用
性
が
な
い
）
 

企
業
が
外
国
人
留
学
生
を
雇
用
す
る
際
、
在
留
資
格
の
切
り
替
え
手
続
き
（
「留
学
」か
ら
他
の
在
留
資
格
）
が

煩
雑
と
な
っ
て
い
る

 

5
0
.4

  
6
3
.6

  
1
0
.8

  
5
.3

  
2
0
.0

  
5
.9

  
5
.8

  
6
.0

  
0
.8

  

0.
0

20
.0

40
.0

60
.0

80
.0

日
本
に
お
い
て
進
学
希
望

 
日
本
に
お
い
て
就
職
希
望

 
日
本
に
お
い
て
起
業
希
望

 
出
身
国
に
お
い
て
進
学
希
望

 
出
身
国
に
お
い
て
就
職
・起

業
希
望

 
日
本
・出

身
国
以
外
の
国
に
お
い
て
進
学
希
望

 
日
本
・出

身
国
以
外
の
国
に
お
い
て
就
職
・起

業
希
望

 
ま
だ
決
め
て
な
い

 
不
明

 

卒
業
（修

了
） 

留
学
生

※
 

4
2
,6

4
3
人

 

（
％
）

 

日
本
で
就
職

 

1
2
,3

2
5
人

（
2
8
.9
％
） 

２
．
留
学
（
外
国
人
留
学
生
）
 

・
外
国
人
留
学
生
の
日
本
で
の
就
職
を
増
加
さ
せ
る
た
め
、
留
学
ス
テ
ー
ジ
（
段
階
）に
応
じ
た
き
め
よ
り
細
か
な
対
応
を

 

 
早
急
に
実
施
す
る
こ
と

 

・
わ
が
国
の
大
学
等
を
卒
業
し
た
外
国
人
留
学
生
が
、
引
き
続
き
日
本
で
就
労
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、
卒
業
生
に

 

 
特
化
し
た
在
留
資
格
を
付
与
（創
設
）
す
る
こ
と

 

≪
外
国
人
留
学
生
と
企
業
の
マ
ッ
チ
ン
グ
事
例
≫

 

図
６
：
外
国
人
留
学
生
の
卒
業
後
の
進
路
状
況

 

出
所
：
（
独
）
日
本
学
生
支
援
機
構
「
平
成

2
7
年
度
私
費
外
国
人
留
学
生
生
活
実
態
調
査
」
、
「
平
成

2
7
年
度
外
国
人
留
学
生
進
路
状
況
・
学
位
授
与
状
況
調
査
」
を
事
務
局
に
て
加
工

 

※
平
成

27
年
度
中
に
卒
業
（修
了
）し
た
外
国
人
留
学
生

 

東
京
商
工
会
議
所
で
は
、
卒
業
後
、
日
本
で
就
職
を
希
望
す
る
外
国
人
留

学
生
と
会
員
企
業
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
促
進
を
目
的
に
、
外
国
人
留
学
生
を
対

象
と
す
る
合
同
会
社
説
明
会
を
毎
年
実
施
し
て
い
る
。

 

大
野
商
工
会
議
所
（
福
井
県
）
に
て
技
能
実
習
生
と
し
て
来
日
し

た
李

 海
波
（
リ
・
カ
イ
ハ
）
氏
は
、
期
間
満
了
後
、
中
国
に
戻
り
業
務
に

従
事
。
そ
の
後
、
「
技
術
・
人
文
知
識
・
国
際
業
務
」
の
在
留
資
格
を

得
て
再
来
日
し
、
現
在
は
、
同
所
に
お
い
て
技
能
実
習
制
度
を
担
当

す
る
通
訳
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。

 

≪
技
能
実
習
生
の
活
躍
事
例
≫

 

参
加
し
た
外
国
人
留
学
生
に
自
社
の
概
要
を
説
明

 

入
国
後
研
修
で
通
訳
を
す
る
李
氏

 
消
火
訓
練
で
通
訳
を
す
る
李
氏
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現
状
・
背
景

ポ
ス
ト
留
学
生
3
0
万
人
計
画
を
見
据
え
た
留
学
生
政
策
（
現
状
・
課
題
）

ポ
ス
ト
留
学
生
3
0
万
人
計
画
を
見
据
え
た
留
学
生
政
策
（
現
状
・
課
題
）

【
留
学
生
3
0
万
人
計
画
の
現
状
】

2
0
1
7
年

現
在

2
6
.7

万
人

で
あ

り
、

2
0
2
0
年

ま
で

に
3
0
万
人
の
受
入
れ
達
成

に
近
づ
く

16
3,

69
7 

16
1,

84
8 26
7,

04
2

51
,2

98
 10

9,
50

8 
12

1,
81

2 
14

1,
77

4 13
5,

51
9 

18
8,

38
4

24
,0

92
 78

,6
58

0

40
00

0

80
00

0

12
00

00

16
00

00

20
00

00

24
00

00

28
00

00

32
00

00

83
85

87
89

91
93

95
97

99
01

03
05

07
09

11
13

15
17

外
国
人
留
学
生
数
（
高
等
教
育
機
関
・
日
本
語
教
育
機
関
）

う
ち
高
等
教
育
機
関
（
大
学
・
短
期
大
学
・
高
等
専
門
学
校
・
専
修
学
校
（
専

門
課
程
）
）

う
ち
日
本
語
教
育
機
関

○
我
が
国
の
外
国
人
留
学
生
数

（
各
年
5
月
1
日
現
在
）

○
世
界
的
な
学
生
の
流
動
化
に
関
す
る
動
向

（
E
d
u
c
at
io
n
at
a
G
la
n
c
e
2
0
1
7
:O
E
C
D
統
計
）

【
世
界
的
な
動
向
】

○
世

界
に

お
け

る
留
学
生
交
流
数
の

伸
び
が
2
0
1
0
年
ご
ろ
を
境
に
鈍
化

○
主

要
な
留
学
生
受
入
れ
国
の
変
化

－
米

国
の

新
規

受
入

れ
数

の
減

－
欧

州
の

難
民

問
題

等
の

影
響

○
新

た
な

受
入

れ
国

の
台

頭
－

中
国

の
受

入
数

が
4
0
万

人
突

破

○
各
国
に
よ
る
優
秀
な
留
学
生
の
獲
得
競
争
が
ま
す
ま
す
熾
烈
化
、
一
方
で
主
要
受
入
れ
国
の
変
化
に
よ
る
機
会
の
拡
大

○
「
ポ
ス
ト
３
０
万
人
計
画
」
を
見
据
え
、
我
が
国
に
優
秀
な
留
学
生
を
確
保
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
戦
略
的
な
受
入
れ
政
策
が
必
要

【
課
題
】

○
大

学
の

国
際

化
→
学
部
段
階
で
の
受
入
れ
環
境
整
備

や
海

外
に
お
け
る
日
本
の
大
学
の
プ
レ
ゼ
ン
ス

向
上

に
課

題

○
諸

外
国

と
の

架
け

橋
人

材
の

育
成

→
留

学
生

の
９
割
以
上
が
ア
ジ
ア
出
身

→
架

け
橋

と
な

る
留
学
経
験
者
の
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ

が
不

十
分

○
高

度
外

国
人

材
と

し
て

の
定

着
→

少
子

高
齢

化
に

よ
り

、
高

度
外

国
人

材
の

卵
と

し
て

の
留
学
生
の
我
が
国
企
業
へ

の
就
職
の
期
待

の
高

ま
り

※
留

学
生

受
入

れ
の

質
に

関
す

る
懸

念
→
働
き
な
が
ら
学
ぶ
留
学
生
の
増

→
日

本
語

等
学
習
面
へ
の
影
響

、
中
途
帰

国
・
犯
罪
へ
の
関
与
等

の
懸

念

（
2
0
1
7
年
5
月
1
日
現
在
）

地
域
別
・
外
国
人
留
学
生
数

1,
53

3人
(0

.6
%

)

2,
23

0
人

(0
.8

%
)

75
6人

(0
.3

%
)3,

18
2人

(1
.2

%
)

1,
42

6人
(0

.5
%

)

8,
66

9人
(3

.2
%

)

24
9,

24
2人

(9
3.

3%
)

※
無
国
籍
（
不
明
等
）
の

4名
を
含
む

T
o
ta
l
:
2
6
7
,0
4
2
人

出
典
：
（
独
）
日
本
学
生
支
援
機
構
「
外
国
人
留
学
生
在
籍
状
況
調
査
」

中
教
審
大
学
分
科
会
将
来
構
想
部

会
（
第

9期
・
第

19
回
）
資
料
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○
日
本
の
設
置
基
準
に
基
づ
く
海
外
校
の
運
用
改
善
に
加
え
て
、
日
本
の
大
学
と

の
協
定
に
よ
る
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
ツ
イ
ニ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
）
を
提
供
す
る
海

外
の
大
学
の
増
加

○
海
外
の
協
定
校
等
か
ら
の
日
本
へ
の
転
入
学
等
を
促
進

○
多
様
な
国
か
ら
の
留
学
生
受
入
れ
促
進
の
た
め
の
大
学
入
学
資
格
の
緩
和

今
後
の
施
策

海
外
大
学
と
の
連
携
に
よ
る
戦
略
的
な
留
学
生
交
流
の
推
進

ポ
ス
ト
留
学
生
3
0
万
人
計
画
を
見
据
え
た
留
学
生
政
策
（
今
後
の
政
策
）

ポ
ス
ト
留
学
生
3
0
万
人
計
画
を
見
据
え
た
留
学
生
政
策
（
今
後
の
政
策
）

○
留
学
生
の
受
入
大
学
と
海
外
の
大
学
や
日
本
語
学
校
等
と
の
連
携
に
よ
る

日
本
語
準
備
教
育
（
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ス
）
の
設
置
推
進

日
本
語
準
備
教
育
（
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ス
）
の
積
極
的
活
用

○
在
外
公
館
、
大
学
、

JE
TR

O
等
の
海
外
拠
点
の
連
携
に
よ
る
日
本
留
学
情
報
発
信
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

サ
ー
ビ
ス
の
構
築
（
「

St
ud

y 
in

 Ja
pa

n」
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
／
「
日
本
留
学
海
外
拠
点
連
携
推
進
事
業
」

／
大
学
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
の
普
及
）
に
よ
り
、
留
学
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
魅
力
を
発
信

○
留
学
経
験
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
連
携
し
た
戦
略
的
リ
ク
ル
ー
テ
ィ
ン
グ

○
留
学
生
の
共
通
試
験
と
し
て
の
「
日
本
留
学
試
験
」
の
海
外
で
の
利
用
促
進
・
渡
日
前
入
試
の
推
進

留
学
情
報
の
一
元
化
・
海
外
で
の
リ
ク
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
強
化

○
産
学
官
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
が
構
築
す
る
留
学
生
就
職
促
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
履
修
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
等

と
し
て
認
定
し
、
在
留
資
格
変
更
に
お
け
る
手
続
き
の
緩
和

○
日
本
で
の
就
職
を
目
指
す
留
学
生
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
る
よ
う
奨
学
金
の
重
点
化

○
産
学
官
に
よ
る
地
域
人
材
育
成
の
一
環
と
し
て
の
留
学
生
・
日
本
人
学
生
混
住
型
の
住
環
境
の
整
備

産
学
官
に
よ
る
就
職
促
進
の
仕
組
み
の
構
築

（
１
）
大
学
の
国
際
化
を
実
現
す
る
多
様
な
留
学
生
交
流
の
推
進

○
留

学
生

の
受

入
れ

を
大

学
の

国
際

化
に

効
果

的
に

結
び

つ
け

る
た

め
、

学
部

段
階

に
お

け
る

受
入

れ
の

拡
充

○
海

外
協

定
校

と
連

携
し

た
ダ

ブ
ル

／
ジ

ョ
イ

ン
ト

デ
ィ

グ
リ

ー
、

ツ
イ

ニ
ン

グ
等

、
多

様
な

形
態

に
よ

る
留

学
生

交
流

の
推

進

（
２
）
留
学
経
験
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
大
と
可
視
化

○
我

が
国

と
幅

広
い

諸
外

国
と

の
懸

け
橋

と
な

り
う

る
人

材
の

育
成

に
つ

な
が

る
受

入
れ

国
・

地
域

の
多

様
化

○
日

本
留

学
経

験
者

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
構

築
と

、
二

国
間

関
係

強
化

・
国

際
共

同
研

究
・

企
業

の
海

外
展

開
等

に
お

け
る

積
極

的
な

活
用

（
３
）
高
度
外
国
人
材
と
し
て
の
留
学
生
の
我
が
国
へ
の
定
着
促
進

○
企

業
の

高
度

外
国

人
材

の
ニ

ー
ズ

を
踏

ま
え

、
大

学
・

自
治

体
・

企
業

が
連

携
し

た
留

学
生

の
就

職
促

進
の

取
組

の
全

国
展

開
○

日
本

留
学

の
誘

い
の

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

サ
ー

ビ
ス

を
通

じ
、

大
学

等
を

経
て

日
本

で
高

度
人

材
と

し
て

活
躍

す
る

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

の
魅

力
発

信

※
 留

学
生

が
確

実
に

学
位

取
得

・
単

位
取

得
し

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
を

図
れ

る
よ

う
、

大
学

に
お

け
る

留
学

生
受

入
れ

の
質

を
確

保

留
学
生
政
策
の
方
向
性

留
学
生
の
受
入
れ
に
よ
り
目
指
す
大
学
の
姿

◆
「

留
学

生
の

受
入

れ
の

た
め

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
を

脱
却

し
、
日
本
人
学
生
・
留
学
生
・
社
会
人
な
ど
の
多
様
な
価
値
観
が
交
わ
る
こ
と
で

新
た
な
価
値
創
造

を
促

す
、
真
の
「
大
学
の
国
際
化
」
を
実
現

◆
地

方
の

大
学

で
も
留
学
生
が
広
く
積
極
的
な
役
割

を
果

た
し

、
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
地
域
の
発
展
を
担
う
人
材

を
育

て
る

キ
ャ

ン
パ

ス
を

実
現

◆
英

語
プ

ロ
グ

ラ
ム

や
日

本
語

教
育

の
充

実
、

学
事

暦
の

柔
軟

化
、

留
学

生
の

サ
ポ

ー
ト

制
度

等
、
大
学
の
国
際
化
の
取
組
の
成
果
を
全
国
に

普
及
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
の
拠
点
を
形
成

大
学
が
持
つ
強
み
・
特
色
に
応
じ
て
多
様
な
留
学
生
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
教
育
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
を
通
じ
、
大
学
改
革
に
貢
献
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ポ
ス
ト
留
学
生
3
0
万
人
計
画
を
見
据
え
た
留
学
生
政
策
（
イ
メ
ー
ジ
）

ポ
ス
ト
留
学
生
3
0
万
人
計
画
を
見
据
え
た
留
学
生
政
策
（
イ
メ
ー
ジ
）

大
学

海
外
大
学
（
協
定
校
）

留
学
生

日
本
語
準
備
教
育

（
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ス
）

就 職就 職

国
内
企
業
等

○
留
学
生
の
ニ
ー
ズ
や
受
入
れ
大
学
の
強
み
に
応
じ
た
多
様
な
留
学
生
の
受
入
れ
を
推
進

○
日
本
語
教
育
、
大
学
教
育
、
就
職
機
会
な
ど
、
日
本
留
学
の
入
口
か
ら
出
口
ま
で
通
じ
た
魅
力
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
発
信

日
本
留
学
情
報
発
信

海
外
拠
点

法
務
省

入
国
管
理
局

自
治
体

日
本
の
大
学
の

海
外
校

留
学
生
就
職
促
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
履
修
証
明
）

・
ビ
ジ
ネ
ス
日
本
語
／
企
業
文
化
等
キ
ャ
リ
ア
教
育
／
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等

留
学
生
就
職
促
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
履
修
証
明
）

・
ビ
ジ
ネ
ス
日
本
語
／
企
業
文
化
等
キ
ャ
リ
ア
教
育
／
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等

在
外

公
館

大
学
海
外

事
務
所 国
際
交
流
基
金

海
外
事
務
所

JE
TR

O
海
外
事
務
所

JIC
A

海
外
事
務
所

帰
国

留
学
生
会

日
本
語
能
力
を
身

に
付
け
て
日
本
企

業
に
就
職
し
た
い

世
界
水
準
の
教
育

研
究
環
境
で
高
度

専
門
人
材
／
研
究

者
を
目
指
し
た
い

様
々
な
国
で
の
教
育

を
経
験
し
て
グ
ロ
ー

バ
ル
な
キ
ャ
リ
ア
を

目
指
し
た
い

在
留
資
格
の
変
更

手
続
き
の
簡
素
化

授
業
料
設
定
の

柔
軟
化

プ
ロ
グ
ラ
ム

の
認
定

SG
U

英
語
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
SG

U等
）

多
様

な
価

値
観

が
交

わ
る

こ
と

で
新

た
な

価
値

創
造

を
促

す
、

真
の

「
大

学
の

国
際

化
」
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ポスト留学生３０万人計画を見据えた留学生政策について 

 

平成３０年４月２７日 

 

１．「留学生３０万人計画」の現状と課題 

 

（１）「留学生３０万人計画」の現状 

 

○ 我が国における外国人留学生の受入れについて、平成 29 年 5 月 1 日現在

での高等教育機関及び日本語教育機関における在籍者数は、27 万人弱

（高等教育機関では 19 万人弱）である。このような状況から、現在の受

入れ数の伸びが続けば、今後２～３年のうちに、2020 年を達成目標とす

る 30 万人に到達することが考えられる。 

 

（２）課題 

 

○ 一方、「留学生３０万人計画」の策定当時に想定していた、留学生受入れ

の拡大に伴う課題も見られる。 

 

○ まず、留学生数の増加によって、大学の教育研究の国際化を図り、ひい

ては我が国の大学の国際競争力を向上させるという目的に関しては、学

部段階での受入れ拡大において、英語のプログラムの開設や海外からの

入試方法、定員管理などの課題がある。SGU 採択校を中心に、これらの

課題に取り組んできているが、現状では、地方大学や私立大学において

留学生の受入れの取組にはばらつきがある。留学生を受け入れるための

体制整備（授業科目、入試方法、定員等）について、優良事例や失敗事

例を検証するとともに、海外の高校生への戦略的なリクルート方法等も

検討していくことが求められる。 

 

○ 次に、留学生の受入れによって途上国をはじめとする諸外国の人材育成

に貢献し、我が国との架け橋となる人材を輩出するという目的に関して

は、留学生の受入れ数のうち 93％はアジア諸国からの受入れとなってお

り、地球儀を俯瞰する観点から多様な出身国からの受入れを図ることが

課題である。また、日本留学の経験者のネットワークを形成し、我が国

との架け橋として活用する取組も行われているものの、SNS の活用など

中教審大学分科会将来構想部

会（第 9期・第 19回）資料 
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2 
 

情報ネットワーク時代における留学経験者のネットワークの可視化に課

題がある。 

 

○ 最後に、これらの「留学生３０万人計画」策定当初の２つの目的に加え

て、近年では、少子高齢化の進展で日本人の生産年齢人口が減少してい

く中、AI を始めとする第四次産業革命時代のリテラシーや汎用的能力と

専門性を兼ね備えた高度人材へのニーズも一層高まることが予想され、

高度外国人材の卵である留学生が卒業後日本に留まり、我が国企業の国

際競争力や大学等の研究力の向上に貢献してほしいという期待も高まっ

ている。 

 

○ その一方、在学中に資格外活動としてアルバイトとしての就労に従事し

ながら学生生活を送る留学生が近年急増している。これらの背景には、

近年我が国への受入れ数が増えている非漢字圏のアジア諸国において、

アルバイトを含む我が国での就労により収入を得ることを期待する学生

や、これを後押しする斡旋業者の存在、経営上の理由で留学生獲得を望

む日本の教育機関、主に非熟練労働の人材不足で外国人材に期待する労

働現場のニーズ等があると考えらえる。アルバイトに傾倒した結果、留

学生の日本語能力の習得や大学での学修に悪影響を及ぼすのみならず、

中途退学したり、留学費用等の借金返済のために犯罪に関与する等の懸

念が示されている。 

 

（３）世界的な動向 

 

○ 我が国を取り巻く環境に目を向けると、世界的な留学生交流を巡る状況

にも近年変化が見られる。 

 

○ 世界各国で国境を越えて高等教育機関で学ぶ留学生の数は、1980 年代の

約 110 万人から急激に増加し 2010 年には 420 万人に達したが、その後の

増加ペースは緩やかになってきている（2015 年に 460 万人）。この背景

としては、これまで留学生の世界への送り出しを牽引してきた新興国や

アジア等の途上国において国内の高等教育機関の整備が進んできている

ことも要因の一つと考えられる。一方、受入れ国の状況としては、トラ

ンプ政権下の米国における新規の留学生受入数が 2016-17 年にはじめて

減少に転じたほか、欧州においても難民受入れ問題の留学生を含む人の

移動への影響について懸念が生じている。他方で中国での留学生受入れ

21



3 
 

数が 40 万人を超えるなど、留学生の主要な受入れ先の状況にも変化が見

られる。世界的な留学生交流数の伸びが緩やかになり各国間での留学生

獲得競争が激化する一方、留学生の主要な受入れ国のシフトによって、

優秀な留学生を招き入れる機会が拡大する可能性もあり得る状況であ

る。 

 

２．留学生の受入れを通じて目指す大学の姿 

 

○ このような我が国と世界を取り巻く状況を踏まえ、ややもすれば内に閉

じていると指摘されることがある我が国の大学は、大学教育のグローバ

ル化にこれまで以上に積極的に取り組むことが必要である。具体的に

は、留学生の受入れに特化した教育プログラムから脱却し、日本人学

生・留学生・社会人学生等が共に学び、多様な価値観の中で切磋琢磨す

ることにより、新たな価値を創造することを促すような、真にグローバ

ルな教育プログラムを提供するための全学的な体制整備に取り組むこと

が求められるのではないか。 

 

○ このことは、世界水準の教育研究拠点を目指す研究大学のみに求められ

るものではなく、地方の大学においても、グローバル時代の地域の発展

を担う専門人材の育成という形で地域に貢献することを目指すのであれ

ば、我が国を深く理解し、我が国の経済・社会で活躍することを希望す

る留学生にとって魅力があるキャンパスづくりは、喫緊の課題となるの

ではないか。 

 

○ このような真の「大学の国際化」に向けた取組は、スーパーグローバル

大学創成支援事業に採択された大学のみならず、国内の様々な大学で進

められている。この中で、英語プログラムや日本語教育の充実、学事暦

の柔軟化、留学生のサポート制度の充実等の先進的な取組が行われてい

るが、このような国際化の取組の成果を全国に普及させ、グローバル人

材・グローカル人材育成のための拠点を形成していくことが必要であ

る。それぞれの大学が自らの強みや特色を踏まえ、様々なニーズを持つ

諸外国の留学生の動向を分析し、より優秀な留学生を惹きつけることが

できる教育環境・体制を整備していくことが、社会の期待に応える大学

改革の取組へとつながるのではないか。 
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３．ポスト「留学生３０万人計画」を見据えた今後の留学生政策の在り方 

○ 以上で整理した現状と課題を踏まえ、ポスト「留学生３０万人計画」と

なる 2021 年以降の在り方については、今後、「留学生３０万人計画」を

策定した関係府省連絡会議により検討することとなるが、この「ポスト

『留学生３０万人計画』」を見据えた留学生政策のあるべき方向性として

は、以下のとおり整理できるのではないか。 

 

（１） 大学の国際化を実現する多様な留学生交流の推進 

 

○ 留学生の受入れが各大学の強み・特色や社会のニーズに応じた大学の教

育研究の国際化に効果的に結びつくよう、大学院レベルとともに、学部

段階においても、多様な出身国からの優秀な留学生を戦略的に受入れる

べきではないか。その際、日本人学生と留学生が異文化の中で切磋琢磨

する教育環境を確保する観点から、従来の正規課程における学位取得目

的の受入れに加えて、協定校等と連携したダブルディグリー・ジョイン

トディグリーやツイニング・プログラム等による留学生交流の推進な

ど、より多様な形態での留学生受入れにより、大学の国際化を実質化す

るべきではないか。 

 

（２） 留学経験者のネットワークの拡大と可視化 

 

 ○ 留学生の出身国の多様化を図り、我が国との二国間関係の強化や国内の

各分野での高度外国人材に対するニーズ等の観点から今後我が国と幅広

い諸外国との架け橋となり得る優秀な人材を育成できるよう、多様なる

国・地域からの留学生の受入れを推進するべきではないか。 

 

○ また、日本留学経験者とのネットワークを今後の諸外国との関係の強化

や、大学の国際研究ネットワーク構築、更には我が国企業の国際展開と

国際競争力の強化につなげていくため、SNS 等を活用した日本留学経験

者のネットワークを構築し、これらのネットワークを通じて留学経験者

が産学官の様々な関係者とのつながりを持てる仕組みを構築すべきでは

ないか。 

 

（３） 高度外国人材としての留学生の我が国への定着促進 
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○ 第四次産業革命や Society5.0 に直面する我が国企業の専門的・技術的人

材のニーズや企業の国際展開を担う人材ニーズを踏まえつつ、世界各国

から優秀な留学生を大学に受入れて、日本を深く理解する高度外国人材

として育成し、卒業後に社会人として我が国の経済・社会で活躍しても

らえるよう、産学官を挙げた協力の仕組みを構築するべきではないか。

またこのような日本留学後のキャリアパスの魅力を留学生のリクルーテ

ィングの段階から海外で重点的に発信し、入口から出口まで一貫した留

学生受入れ戦略に基づいた優秀な留学生の獲得につなげていくべきでは

ないか。 

 

○ その際、留学生の在学中の過度のアルバイト等による学習面への悪影響

を念頭に、留学生が確実に学位取得・単位取得し、在学中の非熟練労働

等ではなく、高度な専門的・技術的分野でキャリアアップを図れるよ

う、大学における留学生受入れの質を確保することを明確にすべきでは

ないか。 

 

４．政策遂行上の個別の課題 

○ 以上のような留学生受入れ政策を遂行していくための個別の施策にあた

り、いくつかの課題が挙げられる。 

 

（１） 優れた教育プログラムの提供上の課題 

 

○ 大学学部への受入れ留学生は、日本語教育機関等国内からの進学者が６

割と新規渡日者が少ない状況であり、日本語に習熟していない優秀な留

学生獲得に課題がある。グローバルなキャリアパスを志向する諸外国の

優秀な留学生を取り込むためには、英語による学部プログラムの拡充が

必要であるが、提供する教育プログラムが少なく、かつ、コスト面での

負担が大きいことも課題となっている。 

 

○ また、海外の学生にとってアクセスが容易な日本の大学の海外校は重要

な意義を持つが、海外校を設置・維持する上で、その定員が日本国内の

学部等と同様に定員管理が行われること、かつ、日本国内の学部等にお

ける設置認可審査等にも影響することが、開設を躊躇させている。この

ことは、海外校を活用し、現地での基礎教育と日本国内での専門教育を

組み合わせた、よりアクセスしやすい形の学位プログラムを構築し、留

学生受け入れを拡大するといった方策を阻害している。 
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（２） 留学生の日本語能力の確保に関する課題 

 

○ 英語による学部プログラムの普及が十分でない状況において、幅広い大

学で優秀な留学生を受け入れるためには、大学での学修に耐え得る日本

語能力の確保が課題である。しかし、海外における日本語教育の環境が

十分に整わない中、諸外国の高校等で学び、日本への留学を希望する学

生が、渡日前までに大学学部段階で必要な日本語能力（JLPT の N2 相

当）を習得することは非常に困難な状況である。留学を希望する学生の

多くは、まず我が国の日本語学校に留学し、必要な日本語能力を習得し

た後、大学の入学を目指すことになるが、渡日段階で大学への進学が保

証される訳ではないことから、優秀な学生を日本に招く上で阻害要因と

なっている。 

 

○ この点、諸外国においては、一定の基礎学力や素養が認められる学生に

ついて、渡航後に一定の語学能力を習得することを条件に入学を認め

る、いわゆる「条件付き入学」の制度を設ける大学が多く、大学に付属

する準備課程（ファンデーションコース）で大学での学習のための語学

教育を提供している。我が国においても、私立学校を中心として、諸外

国と同様、大学学部留学生別科を設置し、大学入学前に非正規生として

留学生を受入れて日本語を中心とした準備教育を提供する事例が見られ

るほか、大学院レベルでは入学前に非正規生として一定期間受け入れた

後に正規生として受け入れる例が見られるが、多くの大学では必要な準

備教育の体制を整備することに課題がある。 

 

（３）魅力あるキャリアパスの提示上の課題 

 

○ 我が国への留学生のうち６割は日本での就職を希望しているが、大卒・

院卒の留学生の就職率は３割に留まる。これまでの留学生交流の大きな

目的である、帰国して我が国との架け橋となる人材の育成も引き続き重

要であるが、留学による学位の取得後、我が国企業へ就職する機会を得

ることで更なるキャリアアップにつながることをアピールすることによ

り、より優秀な留学生の獲得につながると考えられる。また同時に、我

が国の今後の高度外国人材のニーズを踏まえて留学生を受入れ、就職に

つなげることによって、我が国経済・社会の発展に貢献することにもつ

ながる。 
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○ しかし現状では、我が国企業と就職を希望する留学生の間に、キャリア

観、職種、ビジネス日本語など求められるスキル等の面でミスマッチが

見られるほか、在留資格「留学」から就労が可能な在留資格への変更手

続の煩雑さや受入れ企業のノウハウ不足等の課題があり、留学生の受入

れ時や在学中の教育の段階から、これらのミスマッチの解消のため、大

学・企業・関係行政機関が連携した取組を行うことが課題となってい

る。 

 

（４）日本留学の魅力の情報発信とリクルーティングにあたっての課題 

 

○ 優秀な留学生を我が国の高等教育機関に誘うにあたり、海外において日

本留学の魅力が十分に留学生に伝えられていないことが課題である。近

年は、日本企業や科学技術、アニメ・ポップカルチャーも含む日本文化

や日本語など、海外における日本に対する関心は高まっているものの、

これらを日本の高等教育機関への留学を通じたキャリアアップの魅力に

つなげて発信することができていないと考えられ、例えば、卒業後の就

職機会も含めた日本の大学への留学の魅力の発信が課題となっている。

諸外国では、例えば英国のブリティッシュカウンシルのように、文化・

産業・語学教育・留学等を一体として英国ブランドを発信するための海

外拠点を設け、留学生の増加につなげている例が見られるが、我が国に

おいては海外拠点における在外公館、大学海外事務所、JETRO、国際交流

基金等の関係諸機関の連携が課題である。 

 

○ さらに、留学生の具体的な募集・選考に係るリクルーティングの段階で

は、留学生の出身国によって、学生の専門分野、留学先やキャリアへの

希望、日本語学習の環境などが異なっており、相手国に応じてターゲッ

トとなる学生層やアピールする観点などの戦略が必要となるが、大学が

個々に取り組むことには限界がある。また、諸外国の大学では留学先に

渡航することなく現地で入学許可を出す渡日前入学許可が一般的である

が、我が国の大学では渡航後に面接審査や筆記審査により入学許可を出

すのが一般的であり、優秀な留学生が日本を選ぶことをためらう要因と

なっている。渡日前入学許可を促進するために開発された「日本留学試

験」についても、海外試験会場がアジアに限定されるなどの理由で海外

での利用大学数は多くなく、活用促進には課題がある。 
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５．今後の施策 

 

（１）海外大学との連携による戦略的な留学生交流の推進 

 

○ 優秀な留学生を学部学生として獲得するためには、優れた教育プログラ

ム（特に高度な研究に裏付けられた教育内容を含むプログラム）を英語

等により提供する取組を一層普及させる必要があるが、このような取組

の端緒として、海外在住の学生にとってアクセスの容易な日本の大学の

海外校等を活用して教育を提供することが一つの方法として考えられ

る。 

 

○ 第一に、日本の大学設置基準等に基づき設置される海外校の設置を促進

するため、設置基準等の海外校への適用に関して、定員管理や校地校舎

の自己所有に関する運用を改善することが考えられる。 

 

○ 第二に、日本の大学との連携したプログラム（ツイニングプログラム

等）を提供する海外の大学が増加することにより、日本の大学への転入

学・編入学を促進することが期待される。 

 

○ これらの取組を行うにあたり、海外拠点の整備や英語による質の高い教

育プログラムの構築、更に渡日後の教育に備えるための日本語準備教育

の体制など、教育の質の確保のための経費が必要となることから、それ

に見合う形で留学生に係る授業料の設定の弾力化を推進することが考え

られる。 

 

（２）日本語準備教育（ファウンデーションコース）の積極的活用 

 

○ 留学生の一定の日本語能力を確保しながら優秀な留学生の受入れを促

進するため、主に学部段階においても 留学生を受け入れる大学にお

いて条件付き入学を可能とするための留学生の日本語準備教育（ファ

ウンデーションコース）の設置を推進することが考えられる。この

際、日本語教育のノウハウを十分に有しない大学については日本語教

育機関との連携を図ることも考えられる。また、大学が海外の大学と

ツイニング等の学位プログラムを構築するにあたり、海外での学習段

階でファウンデーションコースの機能を設置することも考えられる。 
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○ これらの日本語準備教育の体制整備に必要な経費の確保が課題となる

ことから、留学生に係る授業料の設定の弾力化に取り組むことも考え

られる。 

 

（３）産学官による就職促進の仕組みの構築 

 

○ 留学生の募集段階から大学での専攻分野の研究を通じて日本の特定業

種の就職につながったといった具体的なキャリアパスの事例を示すこ

とが留学生の呼び込みに効果的である。このため、例えば、Study in 

Japan 日本留学情報ポータルサイトでの情報発信や、「日本留学海外拠

点連携推進事業」における海外拠点での留学フェア・個別のリクルー

ティング活動において、特に我が国が今後高度外国人材の受入れを期

待する産業分野を中心に、日本の留学の魅力や受入れ大学の事例等の

情報を具体的に示すことが考えられる。 

 

○ また、留学生と企業の就職に関するミスマッチの解消の観点から、現

在行われている「留学生就職促進プログラム」の採択大学では、大

学・企業・自治体がコンソーシアムを形成し、企業で求められる日本

語能力水準を高めるための講座や企業と共同したインターンシップの

実施などの取組が行われているところであるが、この取組を一層普及

させる観点から、同様のコンソーシアムを形成して留学生の就職力の

向上のために取り組まれている教育プログラム（履修証明プログラ

ム）を認定し、認定されたプログラムで学ぶ留学生については在留資

格「留学」から就労が可能な留学資格（「技術・人文知識・国際業務」

等）への変更手続きの簡素化や期間短縮化を図るなどの取組が考えら

れる。 

 

 ○ さらに、日本での就職を目指す留学生のインセンティブとして、「留学生受入

れ促進プログラム」による奨学金の支援について、留学生の就職に取り組

む大学等に重点化する取組を進める。また、産学官による地域人材育成の

一環としての留学生・日本人学生混住型の住環境の整備を進めることも考

えられる。 

 

（４）留学情報の一元化・海外でのリクルーティング強化 
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○ 海外において、日本留学のブランドを確立し、日本でのキャリアアッ

プを図る優秀な留学生を獲得するためには、大学等での教育研究、卒

業後の就職等のキャリアパス、留学に必要な日本語教育等、日本留学

の魅力をワンストップで発信する拠点の整備が必要である。「Study 

in Japan」のブランドの下、日本留学の情報発信の基盤となるポータ

ルサイトにおいてこれらのコンテンツを充実させるとともに、「日本

留学海外拠点連携推進事業」により設置する日本留学の海外拠点を中

心に、在外公館、JETRO、国際交流基金等の海外事務所が緊密に連携す

る体制を各国で構築することが考えらえる。 

 

○ 各大学が相手国の状況に応じた戦略的なリクルーティングに取り組む

ことを支援するため、「日本留学海外拠点連携推進事業」の海外拠点が

中心となって IB や GCEA 等のインターナショナルスクールとのネット

ワークを構築し、海外の優秀な高校生への重点的なリクルーティング

につなげることが考えられる。また、帰国留学生会等との連携により

日本留学 OB・OG が後輩となる学生に対し個別に日本留学のアドバイス

を行うことができるようなネットワークの構築が考えられる。 

 

○ なお、留学生受入れ促進に伴う大学の負担軽減の一貫として、日本留

学の共通試験としての「日本留学試験」の海外における活用の一層の

促進のため、コンピューター試験の導入を含む試験の在り方の検討や

これを通じた大学の渡日前入学許可の導入促進などが考えられる。 

 

 

29


